
 

 

園芸施設有効活用緊急支援事業 実施基準 

 

 園芸施設有効活用緊急支援事業実施要領（以下、「要領」という）に基づき実施する事業

について、適正な実施を図るため、採択基準等を次のとおり定める。 

 

１ 事業実施主体等 

（１）事業実施主体 

 ・事業実施主体は、地域計画の目標地図に位置づけられた担い手、または、事業実施年

度内に地域計画の目標地図に担い手として位置付けられることが確実であると見込ま

れる者とする。  

（２）地域計画 

 ・地域計画の目標地図に位置付けられた担い手は、地域計画及び担い手一覧を添付す

ることで確認する。なお、事業実施年度内に地域計画の目標地図に位置付けられること

が見込まれる者については、位置付けられる旨を市町村が証明することとする。 

 

２ 対象品目及び事業内容等 

（１）対象品目 

 ・対象品目は、園芸（野菜、果樹、花き）及び園芸品目の育苗とする。 

（２）対象施設 

 ・対象とする施設は、上記対象品目を栽培する施設とする。 

（３）事業の内容及び対象経費、留意事項 

 内容及び補助対象経費 留意事項 

共通 〇補助上限額 2,500千円/10a（税抜き） 

  （附帯設備含む） 

〇下限事業費 300千円/人（税抜き） 

〇整備後、８年以上継続して使用

すること。 

〇施設園芸共済への積極的な加

入に努めること 

中 古 ハ

ウ ス の

移設等 

〇担い手への集積・集約のための中古

ハウスの移設等に係る経費 

※中古ハウスの移設等とは、中古ハウ

スを他人から取得（または譲渡）し、移

設、補修・補強等を実施し、利用する

ことで、移設のみも可とする。 

※集約される場合は、自己所有のハウ

スの移設等も対象とする。 

〇補助対象経費： 

ハウスの取得費、解体撤去費、運搬

費、建込費、部材の交換に係る経費、

〇中古利用は、基礎、本体骨材、

補強用の骨材等、施設の本体

を構成する主要な大型部材と

する。それを接合するための

ボルト等や、補強資材につい

ては、必要に応じて新品を利

用して構わない。経費は「建込

費」の中に計上する。 

〇取得費は、ハウス本体の残存

期間があり、新品当時の取得費

用が資料で確認できる場合の



 

補強に係る経費、附帯設備 

〇取得費の補助対象事業費の上限は

以下のとおりとする。 

新品当時の取得費用（税抜き）×｛残

存耐用年数／法定耐用年数｝ 

（千円未満は切捨） 

新品当時の取得費用や残存耐用年数

は資産台帳を根拠とする 

 

み対象とする。 

〇取得費は、第三者間の場合を

対象とし、三親等以内の者から

の取得の場合は対象外とする。 

〇解体撤去費は、中古ハウスを

利用または移設利用するうえ

でかかる老朽等部材の撤去・

処分の経費とする。中古ハウ

スの利用に関係のない撤去・

処分は対象としない。真に必

要な経費を精査すること。な

お、廃棄物の買取が発生する

場合は、買取価格は事業費か

ら差し引くものとする。 

ハ ウ ス

の補修・

補強 

〇既存ハウスの補修・補強に係る経費 

〇補修・補強とは、既存ハウスの部材の

追加、基礎の追加・補強、老朽化・破

損した部材の交換とする。 

〇補助対象経費： 

ハウスの取得費、パイプ、水平張り、

筋交、谷柱等の交換、補強、追加 

基礎の補強・追加、施工費、 

附帯設備 

〇ハウスの取得費の上限は、移設に準

じる。 

〇取得費の考え方は、移設に準じ

る。 

仕 様 変

更 

〇既存ハウスの仕様変更に係る経費 

軒高の変更やフルオープン化等ハウ

スの構造改造等 

〇補助対象経費： 

仕様変更に必要な部材、施工費、 

附帯設備 

 

 

（４）附帯設備 

 ・附帯設備は、ハウスの移設、補修・補強、仕様変更を実施したうえで、最低限必要なハ

ウス内の温度制御機能を果たす設備等とする。 

 ・附帯設備の事業費は、全体事業費の 50％未満とする。 

 ・対象とする附帯設備は以下のとおりとする。 

  換気設備、サイド巻上げ設備、カーテン設備、換気扇、加温機、被覆資材、防虫ネット等 



 

（５）補助対象外経費 

 ・以下の経費は補助対象外とする。 

  ①自家施工の場合の施工費 

  ②三親等以内の者からの中古ハウスの取得に係る取得費 

  ③土地に係る賃借料、取得費、整備費 

  ④附帯設備のみの整備 

  ⑤施工業者等への手数料、振込手数料 

 

（６）ハウスの取得等に関する注意 

 ・ハウスの所有権を確認し、所有者と覚書等を交わすこと。 

 ・国庫事業を活用して導入されたハウスで、かつ財産処分制限期間内のハウスの場合は、

出し手（国庫事業の実施者）が財産処分等の手続きを確実に行うこと。 

 ・農業制度資金を受けて整備したハウスで、かつ償還期間内の場合は、出し手（資金を受

けている者）が必要な手続きを確実に行うこと。 

 

（７）ハウスの移設に関する注意 

 ・移設先の農地は、事業実施計画時点で確定させること。 

 ・移設先が、賃借売買する農地の場合、農地中間管理機構を介すること。また、利用権の

設定は、ハウスの利用期間以上の年数とすること。 

 ・農地中間管理機構を介した農地の賃借売買契約は、交付申請時までに行うこととする 

が、交付申請時までに契約ができなかった場合、手続きを行っていることがわかる資料 

の提出を持って交付申請を行えることとする。 

 ・農地中間管理機構を介した農地の賃借売買契約は、補助金支払い申請時までに行うこ 

と。 

 

３ 事業の採択 

  ・以下により優先順位を決め、上位から採択する。なお、優先順位は、県全体で比較す

る。 

  ・優先順位は、①ハウスの移設を伴うもの ②補修・補強、③仕様変更 とする。 

  ・前述の①～③の中で、10a当たり事業費の低い順で優先とする。 

  

４ 事業の手続き 

（１）事業実施主体は、事業実施計画書を作成し、添付書類を添えて、事業実施主体の位

置付けられている地域計画策定主体の市町村長へ申請する。なお、居住地と異なる地

域の地域計画に位置付けられている場合であって、市町村間で円滑な事務手続き（書類

の送付、確認検査等）が確実に行われる場合は、居住地の市町村からの申請も可とす

る。 

（２）市町村長は、事業実施計画の申請があった場合には、事業実施計画承認申請書、市



 

町村とりまとめ一覧を作成し、地域計画、担い手一覧、事業計画書及び添付書類と併せ

て、知事へ提出する。 

（３）事業実施主体は、次に掲げる重要な変更については、前各項に準じて事業実施計画

の変更手続きを行うものとする。 

 ①事業実施主体の変更 

 ②事業実施主体ごとの事業費の３０％を超える増減、ただし入札による減を除く 

 ③事業実施箇所の変更 

（４）事業実施主体は、上記に掲げる以外の変更（部材数の変更、ハウスの長さの変更等） 

が発生した場合、その経緯について速やかに県に報告を行い、対応について協議するこ 

ととする。 

 

５ 事業の実施 

（１）実施 

 ①事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。 

 ②売買、請負いその他の契約をする場合は、３者以上の見積もり合わせ等に付するもの

とする。 

（２）事業の進捗管理 

 ①事業の実施中は、事業実施主体が責任をもって進捗管理を行う。 

（３）事業実施に係る支援体制 

 ①関係地域振興局及び JA等は、事業の適正な執行のため指導体制を整え、営農指導、

技術指導を実施するものとする。 

（４）事業の適正な実施 

 ①本事業が適正に実施されるよう、県は事業実施主体に対し、必要と認める場合は、事

業に係る書類、事業実施箇所、その他の物件を調査できるものとする。 

（５）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業

完了後８年間保管すること。 

 

６ 事業の管理運営 

・事業実施主体は、本事業によって整備した施設等を事業実施計画に従って、適正に管

理運営するものとする。 


